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環境経営方針 
経営理念 

 環境問題は、自動車整備に携わる事業者として現在、避けては通る事のできない重要課

題の一つであります。「人と車と地球にやさしく」を経営理念として、自ら責任を持ち全社

員あげて地球環境に配慮した経営に取組みます。 

 

環境行動方針 

千葉県松戸市は千葉県北西部に位置し江戸川をはさみ東京のベットタウンとして急激な発

展をとげてきました。又２１世紀の森と広場や江戸川の豊かな水と緑があふれる市でもあ

ります。当社は環境理念に基づきこれからも安心して生活していけるまちを守っていくた

めに以下の「環境行動方針」を定めます。 

 

(1) 二酸化炭素排出量の削減 

 事業活動による電力、ガソリン等、エネルギーの使用量の低減に努めます。 

(2) エコ整備、エコ車検等の推進 

 自動車から排出される有害な排出ガス、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素を削減す

るための「環境汚染防止整備」を推進します。 

(3) 廃棄物の削減 

 事業所から出る廃棄物を最小限にする努力します。 

(4) 排水量の削減 

 事業所内で使用する水量を削減します。 

(5）先進技術の高度化に対応できる整備体制の確立 

 令和 6年 3月 31日までに特定整備(電子)の認証取得に努める 

 時代の変化に全社員一丸となり対応の努める 

(6)環境経営の継続的改善を誓約する。 

 

(7）環境関連法規制等の遵守 

 環境関連法規制等を遵守します。 

                              平成２１年４月 １日 

                          改訂  令和 4年 ３月 1 日 

事業所名  弥栄自動車株式会社 

                       代表取締役  高 村 裕 
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事業の概要 

 当社は、昭和４０年６月に自動車修理、整備工場として創業。同年１２月に東京 

 陸運局の認証を取得。 

平成９年１２月に指定自動車整備事業の取得。又、平成１２年にエンジン洗浄機「エ

コパワー」導入し現在に至る。 

平成２１年１２月に松戸市減ＣＯ2宣言事務所登録。地球温暖化防止活動推進する事

業所として松戸市に公認。 

平成２３年７月環境に配慮した事業活動を取り組んだ事業所として 関東運輸局 

千葉運輸支局より表彰。 

平成２４年同支局より連続表彰。 

平成２５年同支局より連続表彰。 

平成２６年１０月環境に配慮した事業活動を取り組んだ事業所として 関東運輸局 

より表彰。 

平成３１年エコアクション 21 中央事務局より認証.登録１０年継続記念とし表彰状

とトロフィーの授与 

 

（１）事業社名 彌栄自動車株式会社 

        代表取締役 髙村 裕 

（２）所在地  千葉県松戸市松戸 2301-8 

（３）環境関係の担当者連絡先   環境管理責任者 山内 智子 

連絡先 TEL    047-362-4864 

    FAX   047-364-7808 

（４）事業規模 

社員数 6名 

床面積 485.35㎡ 

総敷地面積 1216.80 ㎡ 

（５）事業の内容 

自動車修理・整備 

 

 対象範囲 （認証・登録範囲） 

   認証・登録番号：0004742 

   認証・登録年月日：2010/03/18 

   認証・登録事業者名：彌栄自動車株式会社 

   対象事業所名：本社.・整備工場 

所在地：千葉県松戸市松戸 2301－8 

事業活動内容： 自動車修理・整備 
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１．環境経営目標とその実績と削減率 

＜Ｒ３年度 環境経営目標と実績と削減率一覧＞ 

項目毎 H24.H30.R2年度を基準年とし R3 年度の目標を設定した（４頁の中期目標を参照） 

項目 R3 目標 R3 実績 

 

R3 

実績/目標 

①二酸化炭素の削減(電気）(kg-CO2) 

②二酸化炭素の削減（燃料類）(kg-CO2) 

5,385（9％減） 

2,904（1%減） 

3,619 

2,608 

67％ 

90％ 

③産業廃棄物の削減（kg） 3,882（1%減） 2,058 53％ 

④水使用量の削減(ｍ³) 103（3%減） 81 79% 

⑤エコ整備の実施台数（台） 12 21 175％ 

⑥先進技術体制 R6 年 3 月 31 日 資格取得 2 名 資格取得 2 名 

※ 購入電力(東京電力エナジーパートナー)二酸化炭素排出係数 0.452(㎏-CO2/㎾ h) 

※ 化学物質については少量な為、目標値を設定しないがＳＤＳを保管し日常管理する。 

 

２．主要な環境経営活動計画の内容 

（１）二酸化炭素排出量（電気）の削減 

①昼休み工場内を消灯する 

※照明器具・・・・不在時の消灯。 

※空調･・・・夏季は２8℃ 冬季は２0℃±１℃に設定。 

   ②事務所照明の蛍光灯を LEDに変更。 

   ③コピー機は以前から省エネタイプ導入。 

   ④パソコンは ECOモードにする。 

（２）二酸化炭素排出量（燃料）の削減 

①社用車の効率的な運転管理の推進。 

   ②アイドリング時間の削減、アクセルムラのない運転。 

   ③社用車の定期的整備による燃料効率の向上。 

（３）産業廃棄物の管理の徹底 

①産業廃棄物の削減。 

②分別を徹底し再利用・再生利用の比率を上げると共に削減に努める。 

（４）水使用量の削減 

①こまめに節水に努める。 

②車両洗浄時の効率的な作業により節水に心掛ける。 

③節水ラベルを掲示する。 

（５）エコ整備の推進 

①お客様への提案。 

②適正な整備による有害な排出ガスの低減と燃費の向上。 
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③効果の把握と技術の向上を目指す。 

（６）先進技術の高度化に対応できる整備体制の確立 

   ①令和６年３月３１日までに特定整備に対応できる工場への確立。 

   ②電子制御装置整備への整備主任資格取得。 

   ③設備等の対応。 

その他の取組としては下記の通りである。 

（7）化学物質の管理 

   ①SDSの管理。 

   ②使用量の把握。 

（８）リサイクル部品の使用をお客様へ積極的に推進する。 

（９）事務所からの廃棄物の削減 

・業務用 OA 紙の削減（両面印刷）。 

（10）工場内の整理整頓.清掃.美化に務める。 

（11）その他 

・社員の環境意識改革の為、教育・会議等を開く。 

・定期的な社員教育の推進。 

 

□中期環境経営目標 

 （基準年） R3年度  R4年度 R5年度  R6年度  

①二酸化炭素排

出量（電力）の

削減 

5,917 

kg-CO2 

（H24年度） 

5,385 

（9％削減） 

5,326 

（10％削減） 

5,266 

（11％削減） 

5,207 

（12％削減） 

②二酸化炭素排

出量（燃料）の

削減 

2,933 

kg-CO2 

（R2年度） 

2,904 

（1％削減） 

2,875 

（2％削減） 

2,845 

（3％削） 

2,816 

（4％削減） 

③産業廃棄物の

削  減 

3,921 

 kg（R2年度）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3,882 

（1％削減） 

3,843 

（2％削減） 

3,803 

（3％削減） 

3,764 

（4％削減） 

④総排水の削減 106 

m3（H30年度） 

103 

（3％削減） 

102 

（4％削減） 

101 

（5％削減） 

100 

（6％削減） 

⑤エコ整備の実

施台数 

12 

台 

12 

 台 

12 

 台 

12 

 台 

12 

 台 

⑥先進技術体制 (新規) ② 

② 

③ 

 

④  

※先進技術体制として R6年 3月 31日までに電子制御装置整備への対応確立 

 ①講習会参加 ②整備主任者資格取得 ③検査設備導入 ④特定整備事業認証 
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３．実施体制及び役割・責任・権限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 役割・責任・権限 

代表者 
高村 裕 
(代表取締役) 

・環境経営に関する統括責任 
・環境管理責任者を任命 
・環境目標・活動計画書を承認 
・環境活動レポートの承認 
・環境方針の作成と周知 
・代表者による全体評価と見直し 
・資源の準備 
・経営における課題とチャンスの明確化 
・実施体制を構築し各自の役割.責任.権限を定め全従業員に周知 

環境管理責任者 
山内 智子 

・環境経営システムの構築、実施、管理 
・環境活動の取組結果を代表者へ報告 
 

事務局 
山内 智子 

・ＥＡ２１事務局の責任者として事務局運営 
・EA２１関連文書・記録類の作成、保管、伝達業務 
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口 
 

工場長 
中山 和宏 

・自部門における環境経営システムの実施 
・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告 
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置 
 

全従業員 ・環境方針の理解と環境への取組の重要性を自覚 
・ 決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加 
 

代表者 

  高村 裕 

環境管理責任者 

  山内 智子 

工場長 

中山 和宏 

従業員 

事務局 

  山内 智子 
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４． 次年度の環境経営目標及び環境経営計画 

（１）R4年度 環境目標と削減率 

項目 R4 目標 R4 削減率 

 

①二酸化炭素の削減（電気）

（kg-CO2） 

5,326 10％ 

 

②二酸化炭素の削減（燃料）

（kg-CO2） 

2,875 2％ 

③ 産業廃棄物の削減（㎏) 3,843 2％ 

④ 水使用量の削減（ｍ³） 102 4％ 

⑤ エコ整備の実施台数（台）     12    12 台 

⑥ 先進技術体制  検査設備導入 検査設備導入 

 

① 二酸化炭素排出量（電気）： 前年度に続き今年度も電力の使用量を削減することがで

きた。 事務所の蛍光灯を LDE に設置変更によりかなり

削減できることに改めて実感した結果となった。 工場の

照明に関しても今後時期を見て変更したい。 セキュリテ

イー対策として終業時以降も事務所の室内灯を一部点灯

している状況は現在も継続している。 夏季、冬季の電力

使用の比較的増加する時期もこまめに使用を調節するこ

とで削減の結果に繋がっていったと思われる。 今後も引

き続き日常的な節電を従業員一同常に心掛けていき、コピ

ー機も使用後ただちに節電モードに切り替えの習慣や、エ

アコンの温度設定、不在時の消灯等、自分達ができること

を更に継続していく。 

② 二酸化炭素排出量（燃料） ； ガソリンは基準年を 2020年に設定変更。 

               ガソリンは目標達成できた。これからも車両運転時の 

               アイリングストップ、エコドライブ等に心がけていく。  

               灯油は二酸化炭素排出量比率算出のためガソリンと同様

基準年を２０２０年に変更。 但し、年に数度の購入の

場合使用量の差が生じる場合もあるので、今後状況も踏

まえ判断する。 又前年同様ファンヒーター使用時 ECO

モード設定や高圧洗浄機の連続使用に注意をしながら削

減に心がける。 

③ 廃棄物排出量       ： 産業廃棄物は、回収業者からのビン、缶ペットボトル

の産業廃棄物のマニュフェストの回収量の単位の変更が
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あり、ここ数年の廃棄量の数値が目標値より過達となる

結果になった。そのため来期基準年を２０２０年に設定

変。その結果目標達成。 

今後も引き続きデーター管理に努め廃棄物の分別.削減の

活動に努めていく。 

 

④水使用量        ：排水は昨年高圧洗浄機の部品破損による過排水が発生。今

期はその件を踏まえ排水使用時は各自点検等を行った結

果目標達成。 以後このようなことが起こらぬよう日々注

意する。  

 

⑤エコ整備        ：目標達成。引き続きお客様に燃費改善のできる整備という 

提案を積極的に続けていきたい。 

 

⑥先進技術体制の確立   ：特定整備の講習等コロナの関係で人数制限等の規制がある

状態が続くが、今後もできる限り早く体制の確立をしてい

きたいと思います。 

 

総合評価： 

今期、ガソリン、灯油、産業棄物をそれぞれ 2020年に基準年を変更した。 電力は目標

達成、事務所の蛍光灯を LDEに変更し今期も節電のほか電気代の削減にも繋がる結果とな

った。 今後工場内の照明も LEDに変更も検討していきたい。 セキュリテイー対策とし

て終業時以降も事務所の室内灯を一部点灯している状況は現在も継続しているが、年間を

通しこまめに使用を調節することで今期も削減の結果に繋がっていったと思われる。 ガ

ソリンは、ここ数年実績が目標値より過達になった為.基準年を２０２０に設定変更したが、

目標は達成できた。 今後も継続して走行時のアイドリングストップ、エコドライブは継

続し削減に努める。 灯油に関して二酸化炭素排出量比率算出の為、今期、基準年を 2020

に設定変更したが、目標は達成。 灯油に関しては年間の購入回数により変動も生じるの

で今後も状況を踏まえ、データーの管理に努める。 又、室内では暖房器具の使用時には

ＥＣＯモードを設定や、高圧洗浄機の燃料に関しても継続使用に注意し削減に努めていく。 

産業廃棄物も、回収業者の産業廃棄物のマニュフェストの回収量の単位変更があり基準年 

を２０２０年に設定変更したが目標達成した。今後も廃棄物の排出を管理し分別処理の実 

施を継続し産業廃棄物の削減に繋げる。 

排水量は、昨年、高圧洗浄機部品の破損状態に気が付かず無駄な排水をしてしまい、こ

こ数年好結果を出してきたことを踏まえると残念な結果となった。その為今期は使用の際

確認を徹底したため削減につながる結果となった。今後もこのような事が起こらぬよう注
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意をする。 

エコ整備に関しては更にユーザーへの説明努力等、今後も続けていく。 

電子制御装置設備の体制確立を R６年３月３１日までと当社の目標とした。 コロナの関

係で講習等の制限が発生し、調整の取れないこともあった。 それを踏まえ当初の目標の

通り認証の取得に努めていく。 

 今期は、基準年の設定を変更した取り組みがあったが、すべての取り組みが目標達成の

結果となった。 長く取り組んでいく上で改善事項は今後もありうると思うが、その都度

一度立ち止まり改善していく姿勢は必要なことだと思われる。 今後も真摯に取り組み、

EA21 取組みに努めていきたい。 

 

次年度の取組  

基本的には本年度の取組みを継続。 

①節電、節水等は今後も一人一人意識して努めていく。 

②ガソリン使用量は二酸化炭素排出の大きなウエイトを占めることが認識できたので社用

車の効率的な運転管理の推進を更に実施する。 

③廃棄物量は分別処理の実施と推進。 

➃エコ整備は燃費改善のできる整備と積極的にアピールする。 

⑤化学物質物質の管理 

⑥電子制御装置整備の検査設備の導入 

 

６．環境 関連法規への違反、訴訟等の有無 

環境関連法規等遵守状況を令和 3 年 4 月 1 日に確認しましたが、違反はありませんでし

た。尚、関係当局よりの違反等の指摘、訴訟等は、過去３年間ありません。 

適用される主な環境関連法規等は以下の通りです。 

 廃棄物処理法、フロン排出抑制法、消防法、資源有効利用促進法、自動車リサイクル法 

 騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、グリーン購入法、労働安全衛生法 

 千葉県環境保全条例、松戸市公害防止条例  

 

７. 代表による全体の評価と見直し.指示 

今期は過達の結果になった取り組みの基準年を 2020年に変更したが、すべての取り組み

が目標達成の結果となった。 電力は事務所の蛍光灯をＬＥＤに設置変更することによ

り節電は勿論だが電気代がかなり抑えることが来たことを踏まえ、工場内の照明も時機

を見て取り換える方向へ進めたい。 その際過達等の数値が出た場合基準年を見直す場

合も含め対応していく。 ガソリン、灯油、産業廃棄物も目標達成の結果となり、それ

ぞれ削減することができた。 

排水量は部品の破損による排水量の増加が生じた昨年、今期は過去の失態を含めたうえ
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器具の使用時の確認等が再認識できた結果となった。 今後このような事態が起こらぬ

よう注意する。 

又、電子制御装置整備の設備導入は来期進めていく。 エコ整備について引き続きお

客様に燃費改善のできる整備という提案を積極的に続けていきたい。 

今後も状況を判断して結果により見直しの必要性も考慮しつつ、基本的な取組体制は

以前と変わりなく、より良い結果を出すため、我々が今後どのような姿勢で取り組んで

いくか、一層努力し積極的に自分達の出来ることから取組んでいきたいと思います。 

  


